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議案第５１号

藤沢市市税条例等の一部改正について

藤沢市市税条例等の一部を次のように改正する。

２０１６年（平成２８年）１２月１日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

藤沢市市税条例等の一部を改正する条例

（藤沢市市税条例の一部改正）

第１条 藤沢市市税条例（平成１０年藤沢市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。

第８条第１項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

第２３条の２第４項中「第１５条第２項第６号」を「第１５条第２項第７号」

に改め，同条中第１２項を第１６項とし，同項の前に次の１項を加える。

１５ 法附則第１５条第４２項の条例で定める割合は，５分の４とする。

第２３条の２中第１１項を第１４項とし，第１０項を第１３項とし，第９項を

第１２項とし，同項の前に次の２項を加える。

１０ 法附則第１５条第３３項第１号の条例で定める割合は，３分の２とする。

１１ 法附則第１５条第３３項第２号の条例で定める割合は，２分の１とする。

第２３条の２中第８項を第９項とし，第７項を第８項とし，第６項の次に次の

１項を加える。

７ 法附則第１５条第２９項の条例で定める割合は，２分の１とする。

附則第１５項第１号中「第３０条第１項第１号」を「第３０条第３項第１号」

に改め，同項第２号中「第３０条第２項第１号 を「第３０条第４項第１号」に」

改め，同項第３号中「第３０条第３項第１号」を「第３０条第５項第１号」に改

め，同項の次に次の１項を加える。

（平成２９年度分の軽自動車税の税率の特例）
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１６ 前項各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第３３条の規定の適用につ

いては，当該軽自動車が平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの

間に初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を

受けた場合において，平成２９年度分の軽自動車税に限り，当該各号に定める

とおりとする。

（藤沢市市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 藤沢市市税条例の一部を改正する条例（平成２６年藤沢市条例第４号）の

一部を次のように改正する。

附則第７項の表右欄中「附則第５項」を「附則第７項」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第１条中附則第１５項の次に１項

を加える改正規定は，平成２９年４月１日から施行する。

提案理由

この条例を提出したのは，地方税法の一部が改正されたことに伴い，固定資産税

等の課税標準の特例割合を追加し，及び軽自動車税の税率の特例を延長する等の必

要による。


